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校
点
『
筆
記
律
呂
新
書
説
』（
附
訓
読
）（
五
）

山

寺

三

知

は
じ
め
に

本
稿
は
、
江
戸
前
期
の
儒
者
中
村
惕
斎
（
一
六
二
九
─
一
七
〇
二
、
名
は
之
欽
、
惕
斎
は
号
）
が
、
南
宋
の
儒
者
、
蔡
元
定
（
一
一
三
五
─
一
一
九
八
、
字
は
季
通
、

号
は
西
山
、
元
定
は
名
）
著
『
律
呂
新
書
』（
一
一
八
七
年
成
立
）
に
対
し
て
注
し
た
『
筆
記
律
呂
新
書
説
』
を
翻
刻
し
、
標
点
を
施
し
、
さ
ら
に
訓
読
を
付
し
た
も
の

で
あ
る
。
底
本
に
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
、
中
村
習
斎
（
一
七
一
九
─
一
七
九
九
）
写
『
筆
記
律
呂
新
書
説
』（
請
求
番
号
「
中
─
二
九
五
」、
目
録
に
お
け
る
名

称
は
「
律
呂
新
書
説
」）
を
用
い
た
。
な
お
、「
校
点
『
筆
記
律
呂
新
書
説
』（
附
訓
読
）（
一
）」
は
『
國
學
院
大
學
北
海
道
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
十
巻
（
二
〇
一
三

年
三
月
）
に
、「
同
（
二
）」
は
同
紀
要
第
三
十
一
巻
（
二
〇
一
四
年
三
月
）、「
同
（
三
）」
は
同
紀
要
第
三
十
二
巻
（
二
〇
一
五
年
三
月
）、「
同
（
四
）」
は
同
紀
要
第

三
十
三
巻
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
掲
載
し
た
。

な
お
、
本
稿
の
凡
例
に
つ
い
て
は
「
同
（
一
）」、
そ
し
て
、
そ
の
補
訂
を
「
同
（
二
）」・「
同
（
三
）」・「
同
（
四
）」
に
掲
載
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

一



本

文

修
正
律
呂
新
書

候
氣
第
十

候
氣
之
法
．．爲
室
三
重
，
戶
閉
，
塗
釁
必
周
密
，
布
緹
㝨
室
中
，
以
木
爲
按
，
每
律
各
一
按
，
內
卑
外
高〔
一

〕，
從
其
方
位
，
加
律
其
上
，

以
葭
㕪
實
其
端
，
㚸
以
緹
素
，
按
曆
而
候
之
。
氣
至
則
吹
㕪
動
素
。
小
動
爲
和
氣〔
二

〕．，大
動
爲
君
㗳
臣
強
專
政
之
應
．，不
動
爲
君
嚴
猛
之
應
。

其
升
降
之
數
，
在
冬
至
則
黃
鐘
九
寸
，
升
五
㒻
一
釐
三
毫
。
大
㕸
則
大
呂
八
寸
三
㒻
七
釐
六
毫
，
升
三
㒻
七
釐
六
毫
。
雨
水
則
太
蔟
八
寸〔
三

〕，
升
四

㒻
五
釐
一
毫
六
絲
。
春
㒻
則
夾
鐘
七
寸
四
㒻
三
釐
七
毫
三
絲
，
升
三
㒻
三
釐
七
毫
三
絲
。
穀
雨
則
姑
洗
七
寸
一
㒻
，
升
四
㒻
□
□
五
毫
四
絲
三
忽
。
小
滿

則
仲
呂
六
寸
五
㒻
八
釐
三
毫
四
絲
六
忽
，
升
三
㒻
□
□
三
毫
四
絲
六
忽
。
夏
至
則
蕤
賓
六
寸
二
㒻
八
釐
，
升
二
㒻
八
釐
。
大
暑
則
林
鐘
六
寸
，
升
三
㒻

三
釐
四
毫
。
處
暑
則
夷
則
五
寸
五
㒻
五
釐
一
毫〔
四

〕，
升
二
㒻
五
釐
五
毫〔
五

〕。
秋
㒻
則
南
呂
五
寸
三
㒻
，
升
三
㒻
□
□
四
毫
一
絲
。
霜
降
則
無
射
四
寸
八

㒻
八
釐
四
毫
八
絲
，
升
二
㒻
二
釐
四
毫
八
絲
。
小
㘹
則
應
鐘
四
寸
六
㒻
六
釐
。
升
三
㒻
一
毫
一
絲〔
六

〕。

按
．．陽
生
於
復
，
陰
生
於
姤
，
如
㕹
無
端
。
今
律
呂
之
數
，
三
㒻
損
益
，
㗸
不
復
始
，
何
也
？
曰
．．「
陽
之
升
始
於
子
，
午
雖
陰
生
，

而
陽
之
升
于
上
者
未
已
，
至
亥
而
後
窮
上
反
下
．，陰
之
升
始
于
午
，
子
雖
陽
生
，
而
陰
之
升
于
上
者
亦
未
已
，
至
巳
而
後
窮
上
反
下
。
律
於

陰
則
不
書
，
故
㗸
不
復
始
也
。
是
以
升
陽
之
數
，
自
子
至
巳
差
彊
，
在
律
爲
尤
彊
，
在
呂
爲
少
㗳
．，自
午
至
亥
漸
㗳
，
在
律
爲
尤
㗳
，
在
呂

爲
差
彊
。
㒻
數
多
寡
，
雖
若
不
齊
，
然
其
絲
㒻
毫
，
別
各
㛷
條
理
。
此
氣
之
㘂
以
飛
㕪
，
聲
之
㘂
以
中
律
也
。」
或
曰
．．「
易
以
㚋
陰
陽
，
而

律
不
書
陰
，
何
也
？
」
曰
．．「
易
者
盡
天
下
之
變
，
善
與
惡
無
不
備
也
。
律
者
致
中
和
之
用
，
止
於
至
善
者
也
。」
以
聲
言
之
，
大
而
至
於
雷

霆
，
細
而
至
於
蠛
蠓
，
無
非
聲
也
。
易
則
無
不
備
也
，
律
則
寫
其
㘂
謂
黃
鐘
一
聲
而
已
矣
。
雖
㛷
十
二
律
六
十
㙭
，
然
實
一
黃
鐘
也
。
是
理

也
，
在
聲
爲
中
聲
，
在
氣
爲
中
氣
，
在
人
則
喜
怒
哀
樂
未
發
，
已
發
而
中
節
也〔
七

〕。
此
㘭
人
㘂
以
一
天
人
、
贊
㕡
育
之
㚋
也
。

〔
校
記
〕

〔
一

〕
內
卑
外
高

「
卑
」，
性
理
大
㙂
作
「
庳
」。

二
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〔
二

〕
小
動
爲
和
氣

「
和
氣
」，
性
理
大
㙂
作
「
氣
和
」。

〔
三

〕
雨
水
則
太
蔟
八
寸

「
蔟
」，
性
理
大
㙂
作
「
簇
」。

〔
四

〕
處
暑
則
夷
則
五
寸
五
㒻
五
釐
一
毫

「
一
」，
性
理
大
㙂
作
「
五
」。

〔
五

〕
升
二
㒻
五
釐
五
毫

眉
批
云
．．「「
二
」
一
作
「
三
」。」

〔
六

〕
升
三
㒻
一
毫
一
絲

性
理
大
㙂
無
此
七
字
。
筆
記
律
呂
新
書
説
云
．．「
今
㒂
苑
洛
志
樂
補
之
。」

〔
七

〕
已
發
而
中
節
也

「
已
」，
性
理
大
㙂
作
「
與
」。

〔
訓
読
〕候

気
第
十

気
を
候
ふ
の
法
。
室
を
為つ

く

る
こ
と
三
重
、
戸
閉
ぢ
、
釁ヒ

マ

を
塗
る
こ
と
必
ず
周
密
に
し
、
緹
縵
を
室
中
に
布
き
、
木
を
以
て
按
と
為
し
て
、
律
毎
に
各お

の

〻お
の

一
按
、
内
卑

く
外
高
く
、
其
の
方
位
に
従
ひ
て
、
律
を
其
の
上
に
加
へ
、
葭
灰
を
以
て
其
の
端
に
実み

た
し
、
覆
ふ
に
緹
素
を
以
て
し
て
、
暦
を
按
じ
て
之
を
候
ふ
。
気
至
る
と
き
は

則
ち
灰
を
吹
き
て
素
を
動
か
す
。
小す

こ

し
動
く
を
和
気
と
為
し
、
大
い
に
動
く
を
君
弱
く
臣
強
く
し
て
政
を
専ほ

し
い
ま
まに

す
る
の
応
と
為
し
、
動
か
ざ
る
を
君
厳
猛
な
る
の
応

と
為
す
。
其
の
升
降
の
数
、
冬
至
に
在
り
て
は
則
ち
黄
鐘
九
寸
、〈
升
る
こ
と
五
分
一
釐
三
毫
。〉
大
寒
に
は
則
ち
大
呂
八
寸
三
分
七
釐
六
毫
、〈
升
る
こ
と
三
分
七
釐
六

毫
。〉
雨
水
に
は
則
ち
太
蔟
八
寸
、〈
升
る
こ
と
四
分
五
釐
一
毫
六
絲
。〉
春
分
に
は
則
ち
夾
鐘
七
寸
四
分
三
釐
七
毫
三
絲
、〈
升
る
こ
と
三
分
三
釐
七
毫
三
絲
。〉
穀
雨
に

は
則
ち
姑
洗
七
寸
一
分
、〈
升
る
こ
と
四
分
□
□
五
毫
四
絲
三
忽
。〉
小
満
に
は
則
ち
仲
呂
六
寸
五
分
八
釐
三
毫
四
絲
六
忽
、〈
升
る
こ
と
三
分
□
□
三
毫
四
絲
六
忽
。〉

夏
至
に
は
則
ち
蕤
賓
六
寸
二
分
八
釐
、〈
升
る
こ
と
二
分
八
釐
。〉
大
暑
に
は
則
ち
林
鐘
六
寸
、〈
升
る
こ
と
三
分
三
釐
四
毫
。〉
処
暑
に
は
則
ち
夷
則
五
寸
五
分
五
釐
一

毫
、〈
升
る
こ
と
二
分
五
釐
五
毫
。〉
秋
分
に
は
則
ち
南
呂
五
寸
三
分
、〈
升
る
こ
と
三
分
□
□
四
毫
一
絲
。〉
霜
降
に
は
則
ち
無
射
四
寸
八
分
八
釐
四
毫
八
絲
、〈
升
る
こ

と
二
分
二
釐
四
毫
八
絲
。〉
小
雪
に
は
則
ち
応
鐘
四
寸
六
分
六
釐
。〈
升
る
こ
と
三
分
一
毫
一
絲
。〉

按
ず
る
に
、
陽
、
復
に
生
じ
、
陰
、
姤
に
生
ず
。
環タ

マ
キの

端ハ
シ

無
き
が
ご
と
し
。
今
、
律
呂
の
数
、
三
分
損
益
し
て
、
終
へ
て
復
た
始
ま
ら
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。
曰
は

く
、「
陽
の
升
る
こ
と
子
に
始
ま
る
。
午
に
陰
生
ず
と
雖
も
、
而
も
陽
の
、
上
に
升
る
者
未
だ
已
ま
ず
、
亥
に
至
り
て
而
し
て
後
に
上
に
窮
ま
り
て
下
に
反
る
。
陰
の

升
る
こ
と
午
に
始
ま
る
。
子
に
陽
生
ず
と
雖
も
、
而
も
陰
の
、
上
に
升
る
者
亦
た
未
だ
已
ま
ず
、
巳
に
至
り
て
而
し
て
後
に
上
に
窮
ま
り
て
下
に
反
る
。
律
、
陰
に

三

校
点
『
筆
記
律
呂
新
書
説
』（
附
訓
読
）（
五
）



於
い
て
は
則
ち
書し

る

さ
ず
、
故
に
終
へ
て
復
た
始
ま
ら
ず
。
是こ

こ

を
以
て
升
陽
の
数
、
子
よ
り
巳
に
至
る
ま
で
は
差や

〻や

彊
し
。
律
に
在
り
て
は
尤
も
彊
し
と
為
し
、
呂
に

在
り
て
は
少
し
き
弱
し
と
為
す
。
午
よ
り
亥
に
至
る
ま
で
は
漸や

う
やく

に
弱
し
。
律
に
在
り
て
は
尤
も
弱
し
と
為
し
、呂
に
在
り
て
は
差や

〻や

彊
し
と
為
す
。
分
数
の
多
寡
、

斉
し
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
絲
・
分
・
毫
、
別
に
各
〻
条
理
有
り
。
此
れ
気
の
、
灰
を
飛
ば
す
所
以
、
声
の
、
律
に
中
た
る
所
以
な
り
」
と
。

或
ひ
と
の
曰
は
く
、「『
易
』
は
以
て
陰
陽
を
道
ふ
。
而
し
て
律
は
陰
を
書
さ
ざ
る
こ
と
、
何
ぞ
や
」
と
。
曰
は
く
、「『
易
』
は
天
下
の
変
を
尽
く
し
て
、
善
と
悪
と

備
は
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
律
は
中
和
の
用
を
致
し
て
、
至
善
に
止
ま
る
者
な
り
」
と
。
声
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
大
に
し
て
雷
霆
に
至
り
、
細
に
し
て
蠛
蠓
に

至
る
ま
で
、
声
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。『
易
』
は
則
ち
備
は
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
律
は
則
ち
其
の
所
謂
「
黄
鐘
一
声
」
を
写
す
の
み
。
十
二
律
・
六
十
調
有

り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
実
は
一
黄
鐘
な
り
。
是
の
理
や
、
声
に
在
り
て
は
中
声
と
為
り
、
気
に
在
り
て
は
中
気
と
為
り
、
人
に
在
り
て
は
則
ち
喜
怒
哀
楽
未
だ
発
せ

ず
、
已
に
発
し
て
節
に
中
た
る
な
り
。
此
れ
、
聖
人
、
天
人
を
一
に
し
化
育
を
賛た

す

く
る
所
以
の
道
な
り
。

筆
記
律
呂
新
書
説

候
氣
第
十

彭
魯
齋
曰
．．「
西
山
蔡
氏
㘂
㗾
，
禮
記
㖲
令
章
句
蔡
邕
說
也
。『
如
邕
㘂
云
，
則
是
爲
十
二
㖲
律
，
布
室
內
十
二
辰
，
若
其
㖲
氣
至
，
則

辰
之
管
㕪
飛
而
管
㖧
也
。
然
則
十
二
㖲
各
當
其
辰
，
㗭
埋
地
下
，
入
地
處
卑
，
出
地
處
高
，
故
云
「
內
卑
外
高
」。
黃
鐘
之
管
，
埋
於
子
位
，
上

須
向
南
，
以
外
諸
管
，
推
之
可
悉
知
。』」
又
引
長
樂
陳
氏
曰
．．「
布
緹
㝨
室
中
，
上
圓
下
方
，
依
辰
位
埋
律
管
，
㒊
其
端
與
地
齊
，
而
以
㚙
紗

㚸
之
。
中
秋
白
露
降
，
ḅ
葭
莩
爲
㕪
，
加
管
端
以
候
，
氣
至
㕪
去
。」

欽
按
．．韻
會
．．「
緹
，
帛
丹
黃
色
，
㝨
，
繒
無
亣
也
。」
葭
莩
㕪
，
出
後
漢
志
。
莩
，
葭
中
白
皮
也
。
治
㚻
略
引
後
漢
志〔
一

〕，「
周
」
字
句

絕
，「
密
」
字
作
「
圍
」。

○
又
按
．．此
章
㙤
律
陽
升
之
㒻
數
，
未
考
其
出
何
書
，
今
姑
闕
之
。

「
小
㘹
」
下
㒻
註
「
升
三
㒻
一
毫
一
絲
」
七
字
，
諸
本
皆
闕
。
今
㒂
苑
洛
志
樂
補
之〔
二

〕。

一
說
．．補
註
據
劉
氏
之
論
，
本
說
㖥
註
。
云
．．「
本
註
謂
『
律
於
陰
則
不
書
』，
則
是
律
管
飛
㕪
，
皆
陽
氣
吹
而
陰
不
吹
也
。
劉
氏
之
㕇
，

謂
．．子
㖲
以
後
，
陰
在
上
，
陽
在
下
，
黃
鐘
六
管
，
埋
之
地
中
，
則
陰
從
管
入
地
下
，
合
陽
，
陽
氣
上
升
，
而
黃
鐘
六
管
㘂
以
飛
㕪〔
三

〕，
㛹
大

四
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海
每
子
時
後
，
亦
陰
與
陽
合
而
潮
生
也
．，午
㖲
以
後
，
陽
在
上
，
陰
在
下
，
蕤
賓
六
管
，
埋
之
地
中
，
則
陽
從
管
入
地
下
，
合
陰
，
陰
氣
上
升
，

而
蕤
賓
六
管
㘂
以
飛
㕪〔
四

〕，
㛹
大
海
每
午
時
後
，
亦
陽
與
陰
合
而
汐
至
也
。
劉
說
㖢
是
。」
止
此
。
然
候
氣
之
法
，
㖢
儒
皆
不
取
之
。
證
辨
詳
載

其
說
。○

又
按
．．
㛙
聲
㕠
雖
出
於
氣
屬
乎
陽〔
五

〕，
然
與
夫
動
靜
相
推
，
如
㕹
無
端
者
自
不
相
干
。
蓋
聲
生
于
㚨
而
極
于
高
，
甚
㚨
則
未
成
聲
，
甚

高
則
既
盡
無
聲
，
非
㛷
㘌
息
盈
虛
，
而
五
聲
六
律
自
㛷
陰
陽
之
㒻
耳
。
㘂
謂
「
於
陰
則
不
書
」
者
，
與
上
章
「
紀
陽
不
紀
陰
」
之
義
同
。
且
聲

之
淸
濁
雖
無
定
局〔
六

〕，
然
既
生
一
律
，
則
損
益
上
下
，
㗧
第
呼
出
相
協
之
聲
，
而
其
㒻
限
則
不
可
以
毫
忽
相
㘛
矣
。
其
洪
纖
淸
濁
，
以
人
聲
料

之
，
其
能
爲
聲
而
可
播
于
歌
詠
者
，
大
抵
不
㕥
上
下
二
十
律
之
間
耳
。
其
他
㛷
聲
，
雖
雷
霆
之
大
，
亦
不
甚
淸
．，雖
蠛
蠓
之
細
，
亦
不
甚
濁
。

此
其
㘂
以
㗸
不
復
始
，
又
其
㘂
以
窮
盡
則
至
無
聲
也
。
此
章
註
似
未
得

㛿
矣
。

〔
校
記
〕

〔
一

〕
治
㚻
略
引
後
漢
志

「
引
」，
原
脫
，
今
據
各
本
補
。

〔
二

〕
今
㒂
苑
洛
志
樂
補
之

「
洛
」，
原
㗂
作
「
樂
」，
今
據
㛤
本
改
。

〔
三

〕
陽
氣
上
升
而
黃
鐘
六
管
㘂
以
飛
㕪

「
㘂
」，
原
脫
，
今
據
各
本
補
。

〔
四

〕
而
蕤
賓
六
管
㘂
以
飛
㕪

「
㕪
」
下
，
原
衍
「
㕪
」
字
，
今
據
各
本
删
。

〔
五

〕
㛙
聲
㕠
雖
出
於
氣
屬
乎
陽

「
㛙
」，
㗹
本
原
㗂
作
「
几
」，
今
據
各
本
改
。

〔
六

〕
且
聲
之
淸
濁
雖
無
定
局

「
局
」，
原
㗂
作
「
扄
」，
今
據
北
本
、
昌
本
、
高
本
、
谷
本
、
㛤
本
、
㚻
本
、
慶
本
、
順
本
、
新
本
、
心
本
、
樂
本
改
。

〔
訓
読
〕

候
気
第
十

彭
魯
斎
（
彭
絲
、
一
二
三
九
─
一
二
九
九
。『
性
理
大
全
』
の
注
に
）
曰
は
く
、「
西
山
蔡
氏
（
蔡
元
定
、
一
一
三
五
─
一
一
九
八
）
の
述
ぶ
る
所
（「
室
を
為
る
こ
と

三
重
」
か
ら
「
其
の
端
に
実
た
す
」
ま
で
）
は
、『
礼
記
』「
月
令
章
句
」
の
蔡
邕
（
一
三
三
─
一
九
二
）
の
説
（『
礼
記
』「
月
令
」
孔
穎
達
疏
に
引
く
）
な
り
。（『
礼

五

校
点
『
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附
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記
』
孔
疏
に
）『
邕
の
云
ふ
所
の
ご
と
き
は
、
則
ち
是
れ
十
二
月
の
律
を
為つ

く

り
て
、
室
内
に
十
二
辰
に
布
き
、
若
し
其
れ
月
の
気
至
れ
ば
、
則
ち
辰
の
管
の
灰
飛
び
て
管

空
し
き
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
十
二
月
各
〻
其
の
辰
に
当
た
り
て
、
斜
め
に
地
下
に
埋
め
、
地
に
入
る
処
卑
く
、
地
を
出
づ
る
処
高
し
。
故
に
「
内
卑
く
外
高
し
」
と
云

ふ
。
黄
鐘
の
管
は
、
子
の
位
に
埋
め
、
上
は
須
ら
く
（「
須
」
は
『
性
理
大
全
』
注
及
び
『
礼
記
』
孔
疏
で
は
「
頭
」
に
作
る
）
南
に
向
か
う
べ
く
、
以
外
の
諸
管
は
、

之
を
推
し
て
悉
く
知
る
べ
し
』」
と
。
又
、
長
楽
の
陳
氏
（
陳
暘
、
一
〇
六
四
─
一
一
二
八
。『
楽
書
』
巻
一
百
二
「
律
呂
候
気
之
法
」）
を
引
き
て
曰
は
く
、「
緹
縵
を

室
中
に
布
き
、
上
円
か
に
下
方
に
し
て
、
辰
位
に
依
り
て
律
管
を
埋
め
、
其
の
端
を
し
て
地
と
斉
し
か
ら
し
め
て
、
薄
紗
を
以
て
之
を
覆
ふ
。
中
秋
、
白
露
降
り
て
、

葭
莩
を
采
り
て
灰
と
為
し
、
管
端
に
加
へ
て
以
て
候
ひ
、
気
至
れ
ば
灰
去
る
」
と
。

欽
（
中
村
惕
斎
）
按
ず
る
に
、『
韻
会
』（
黄
公
紹
編
輯
、
熊
忠
挙
要
『
古
今
韻
会
挙
要
』
巻
四
、
巻
十
二
）
に
、「
緹
は
、
帛
の
丹
黄
色
」、（
同
巻
二
十
一
に
）「
縵

は
、
繒
の
文
無
き
な
り
」
と
。「
葭
莩
灰
」
は
『
後
漢
志
』（『
後
漢
書
』「
律
暦
志
上
」）
に
出
で
た
り
。（『
漢
書
』「
中
山
靖
王
勝
伝
」
の
晋
灼
注
等
に
）
莩
は
、
葭
中

の
白
皮
な
り
。『
治
平
略
』（
朱
健
『
古
今
治
平
略
』
巻
二
十
一
「
律
呂
篇
」）
に
引
く
『
後
漢
志
』（『
後
漢
書
』「
律
暦
志
上
」）
は
、「
周
」
の
字
に
句
絶
ち
、「
密
」
の

字
は
「
囲
」
に
作
る
。

○
又
按
ず
る
に
、
此
の
章
の
逐
律
陽
升
の
分
数
は
、
未
だ
其
の
何
れ
の
書
に
出
づ
る
か
考
え
ず
、
今
姑
ら
く
之
を
闕
く
。

「
小
雪
」
の
下
の
分
註
の
「
升
三
分
一
毫
一
絲
」
七
字
は
、
諸
本
皆
闕
く
。
今
『
苑
洛
志
楽
』（
韓
邦
奇
、
一
四
七
九
─
一
五
五
六
。
巻
一
）
に
校
し
て
之
を
補
ふ
。

一
説
に
、
補
註
、
劉
氏
（
不
詳
）
の
論
〈
本
説
、
註
（
補
註
）
に
具
は
る
。〉
に
拠
り
て
云
ふ
、「
本
註
に
『
律
、
陰
に
於
い
て
は
則
ち
書
さ
ず
』
と
謂
ふ
は
、
則
ち

是
れ
律
管
の
、
灰
を
飛
ば
す
に
は
、
皆
陽
気
吹
き
て
陰
吹
か
ざ
れ
ば
な
り
。
劉
氏
の
意
は
、
謂
へ
ら
く
、
子
の
月
以
後
は
、
陰
、
上
に
在
り
、
陽
、
下
に
在
り
、
黄
鐘

六
管
、
之
を
地
中
に
埋う

づ

め
ば
、
則
ち
陰
、
管
に
従
ひ
て
地
下
に
入
り
、
陽
に
合
し
て
、
陽
気
上
升
し
て
、
黄
鐘
六
管
の
、
灰
を
飛
ば
す
所
以
な
り
。
猶
ほ
大
海
、
子
の

時
の
後
毎
に
、
亦
た
陰
、
陽
と
合
し
て
潮
生
ず
る
が
ご
と
き
な
り
。
午
の
月
以
後
は
、
陽
、
上
に
在
り
、
陰
、
下
に
在
り
、
蕤
賓
六
管
、
之
を
地
中
に
埋
め
ば
、
則
ち

陽
、
管
に
従
ひ
て
地
下
に
入
り
、
陰
に
合
し
て
、
陰
気
上
升
し
て
、
蕤
賓
六
管
の
、
灰
を
飛
ば
す
所
以
な
り
。
猶
ほ
大
海
、
午
の
時
の
後
毎
に
、
亦
た
陽
、
陰
と
合
し

て
汐
至
る
が
ご
と
き
な
り
。
劉
の
説
是ぜ

に
近
し
」
と
。〈
此
に
止
る
。〉
然
れ
ど
も
候
気
の
法
は
、
近
儒
皆
之
を
取
ら
ず
。『
証
辨
』
に
詳
さ
に
其
の
説
を
載
す
。

○
又
按
ず
る
に
、
凡
そ
声
音
は
気
よ
り
出
で
て
陽
に
属
す
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
夫
の
動
静
相
推
し
て
、
環
の
端
無
き
が
ご
と
き
者
と
自を

の

づ
か
ら
相
干
せ
ず
。
蓋
し
声

は
微
よ
り
生
じ
て
高
に
極
ま
り
、
甚
だ
微
な
れ
ば
則
ち
未
だ
声
を
成
さ
ず
、
甚
だ
高
け
れ
ば
則
ち
既
に
尽
き
て
声
無
く
、
消
息
盈
虚
有
る
に
非
ず
し
て
、
五
声
六
律
に

自
づ
か
ら
陰
陽
の
分
有
る
の
み
。
所
謂
「
陰
に
於
い
て
は
書
さ
ず
」
と
は
、
上
章
の
「
陽
を
紀
し
て
陰
を
紀
せ
ざ
る
」
の
義
と
同
じ
。
且
つ
声
の
清
濁
に
定
局
無
し
と

六
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雖
も
、
然
れ
ど
も
既
に
一
律
を
生
ず
れ
ば
、
則
ち
損
益
上
下
し
、
次
第
に
相
協
ふ
の
声
を
呼
出
し
て
、
其
の
分
限
は
則
ち
毫
忽
を
以
て
相
侵
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
洪
纎

清
濁
は
、
人
声
を
以
て
之
を
料
る
に
、
其
の
能
く
声
を
為
し
て
歌
詠
に
播
く
べ
き
者
は
、
大
抵
、
上
下
二
十
律
の
間
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
其
の
他
の
、
声
有
る
は
、
雷

霆
の
大
と
雖
も
、
亦
た
甚
だ
し
く
は
清
ま
ず
、
蠛
蠓
の
細
と
雖
も
、
亦
た
甚
だ
し
く
は
濁
ご
ら
ず
。
此
れ
其
の
終
へ
て
復
た
始
ま
ら
ざ
る
所
以
に
し
て
、
又
其
の
窮
尽

す
れ
ば
則
ち
声
無
き
に
至
る
所
以
な
り
。
此
の
章
、
註
未
だ
簡
要
を
得
ざ
る
に
似
た
り
。

修
正
律
呂
新
書

審
度
第
十
一

度
者
，
㒻
、
寸
、
尺
、
丈
、
引
，
㘂
以
度
長
短
也
。
生
於
黃
鐘
之
長
。
以
子
穀
秬
黍
中
者
九
十
枚
度
之
，
一
爲
一
㒻
，
㛙
黍
實
於
管
中
，
則

十
三
黍
三
㒻
黍
之
一
而
滿
一
㒻
。
積
九
十
㒻
，
則
千
㛷
二
百
黍
矣
。
故
此
九
十
黍
之
數
，
與
下
章
千
二
百
黍
之
數
，
其
實
一
也
。
十
㒻
爲
寸
，
十
寸
爲
尺
，
十
尺

爲
丈
，
十
丈
爲
引
。
數
始
於
一
，
㗸
於
十
者
，
天
地
之
㙂
數
也
。
律
未
成
之
㙁
，
㛷
是
數
而
未
見
，
律
成
而
後
，
數
始
得
以
形
焉
。
度
之
成
在

律
之
後
，
度
之
數
在
律
之
㙁
。
故
律
之
長
短
圍
徑
，
以
度
之
寸
㒻
之
數
而
定
焉
。

〔
校
記
〕

〔
訓
読
〕審

度
第
十
一

度
と
は
、
分
・
寸
・
尺
・
丈
・
引
、
以
て
長
短
を
度
る
所
な
り
。
黄
鐘
の
長
さ
に
生
ず
。
子
穀
秬
黍
の
中
な
る
者
九
十
枚
を
以
て
之
を
度は

か

り
て
、
一
を
一
分
と
為
し
、

〈
凡
そ
黍
、
管
中
に
実み

た
さ
る
る
と
き
は
、
則
ち
十
三
黍
、
三
分
黍
の
一
に
し
て
、
一
分
に
満
つ
。
九
十
分
を
積
む
と
き
は
、
則
ち
千
有
二
百
黍
。
故
に
此
の
九
十
黍
の

数
と
、
下
章
の
千
二
百
黍
の
数
と
、
其
の
実
は
一
な
り
。〉
十
分
を
寸
と
為
し
、
十
寸
を
尺
と
為
し
、
十
尺
を
丈
と
為
し
、
十
丈
を
引
と
為
す
。
数
、
一
に
始
ま
り
て
、

十
に
終
ふ
る
は
、
天
地
の
全
数
な
り
。
律
未
だ
成
ら
ざ
る
の
前サ

キ

に
、
是
の
数
有
り
て
未
だ
見あ

ら
はれ

ず
、
律
成
り
て
而
し
て
後
に
、
数
、
始
め
て
以
て
形ア

ラ

るハ

る
こ
と
を
得
。

度
の
成
れ
る
こ
と
律
の
後
に
在
り
、
度
の
数
は
律
の
前
に
在
り
。
故
に
律
の
長
短
・
囲
径
、
度
の
寸
分
の
数
を
以
て
定
む
。

七

校
点
『
筆
記
律
呂
新
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説
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五
）



筆
記
律
呂
新
書
説

審
度
第
十
一

此
下
三
章
，
本
說
出
㙁
漢
志
。
師
古
㙦
云
．．「
子
穀
㛹
穀
子
耳
，
秬
黍
卽
黑
黍
也
。
中
者
，
不
大
不
小
也
。
言
取
黑
黍
穀
子
大
小
中
者
，

㜅
爲
㒻
寸
也
。」

〔
校
記
〕

〔
訓
読
〕

審
度
第
十
一

此
の
下
の
三
章
、
本
説
は
『
前
漢
志
』（『
漢
書
』「
律
暦
志
上
」）
に
出
で
た
り
。
師
古
（
顔
師
古
、
五
八
一
─
六
四
五
）
の
（『
漢
書
』「
律
暦
志
上
」
の
）
注
に
云

ふ
、「
子
穀
は
猶
ほ
穀
子
の
ご
と
き
の
み
、
秬
黍
は
即
ち
黒
黍
な
り
。
中
な
る
者
は
、
大
な
ら
ず
小
な
ら
ざ
る
な
り
。
黒
黍
の
穀
子
、
大
小
の
中
な
る
者
を
取
り
、
率
し

て
分
寸
を
為
す
を
言
ふ
な
り
」
と
。

修
正
律
呂
新
書

嘉
量
第
十
二

量
者
，
龠
、
合
、
升
、
斗
、
斛
，
㘂
以
量
多
少
也
。
生
於
黃
鐘
之
容
。
以
子
穀
秬
黍
中
者
一
千
二
百
實
其
龠
，
以
井
水
准
其
槪
，
以
度
數

審
其
容
。
一
龠
，
積
八
百
一
十
㒻
。
合
龠
爲
合
，
兩
龠
也
。
積
一
千
六
百
二
十
㒻
。
十
合
爲
升
，
二
十
龠
也
。
積
一
萬
六
千
二
百
㒻
。
十
升
爲
斗
，
百
合
，
二

百
龠
也
。
積
十
六
萬
二
千
㒻
。
十
斗
爲
斛
。
二
千
龠
，
千
合
，
百
升
也
。
積
一
百
六
十
二
萬
㒻
。

〔
校
記
〕
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〔
訓
読
〕嘉

量
第
十
二

量
と
は
、
龠
・
合
・
升
・
斗
・
斛
、
以
て
多
少
を
量
る
所
な
り
。
黄
鐘
の
容
に
生
ず
。
子
穀
秬
黍
の
中
な
る
者モ

ノ

一
千
二
百
を
以
て
其
の
龠
に
実み

て
、
井
水
を
以
て
其

の
概
を
准ヒ

ト

し
く
し
、
度
数
を
以
て
其
の
容
を
審
ら
か
に
す
。〈
一
龠
、
積
八
百
一
十
分
。〉
合
龠
を
合
と
為
し
、〈
両
龠
な
り
。
積
一
千
六
百
二
十
分
。〉
十
合
を
升
と
為

し
、〈
二
十
龠
な
り
。
積
一
万
六
千
二
百
分
。〉
十
升
を
斗
と
為
し
、〈
百
合
、
二
百
龠
な
り
。
積
十
六
万
二
千
分
。〉
十
斗
を
斛
と
為
す
。〈
二
千
龠
、
千
合
、
百
升
な
り
。

積
一
百
六
十
二
万
分
。〉

筆
記
律
呂
新
書
説

嘉
量
第
十
二

師
古
曰
．．「
嘉
，
善
也
。」
又
「
以
度
數
審
其
容
」
㙦
云
．．「
因
度
以
生
量
也
。
其
容
，
謂
其
中
㘂
容
受
之
多
少
也
。」
又
云
．．「
槪
㘂
以
槪
㚻

斗
斛
之
上
者
也
。」
孟
康
曰
．．「
槪
欲
其
直
，
故
以
水
㚻
之
，
井
水
淸
。
淸
則
㚻
也
。」

〔
校
記
〕

〔
訓
読
〕

嘉
量
第
十
二

師
古
（『
漢
書
』「
律
暦
志
上
」
の
顔
師
古
の
注
に
）
曰
は
く
、「
嘉
は
、
善
な
り
」
と
。
又
「
度
数
を
以
て
其
の
容
を
審
ら
か
に
す
」
の
注
に
云
ふ
、「
度
に
因
り
て

以
て
量
を
生
ず
る
な
り
。
其
の
容
と
は
、
其
の
中
に
容
受
す
る
所
の
多
少
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
又
云
ふ
、「
概
は
斗
斛
の
上
を
概
平
に
す
る
所
以
の
者
な
り
」
と
。
孟
康

（
三
国
魏
の
人
。
生
没
年
不
詳
。『
漢
書
』「
律
暦
志
上
」
の
注
に
）
曰
は
く
、「
概
は
其
の
直
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
故
に
水
を
以
て
之
を
平
ら
か
に
す
れ
ば
、
井
水
は

清
む
。
清
ま
ば
則
ち
平
ら
か
な
り
」
と
。

九

校
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修
正
律
呂
新
書

謹
權
衡
第
十
三

權
衡
者
，
銖
、
兩
、
斤
、
鈞
、
石
，
㘂
以
權
輕
重
也
。
生
於
黃
鐘
之
重
。
以
子
穀
秬
黍
中
者
一
千
二
百
實
其
龠
。
百
黍
一
銖
，
一
龠
十
二

銖
，
二
十
四
銖
爲
一
兩
，
兩
龠
也
。
十
六
兩
爲
斤
，
三
十
二
龠
，
三
百
八
十
四
銖
也
。
三
十
斤
爲
鈞
，
九
百
六
十
龠
，
一
萬
一
千
五
百
二
十
銖
，
四
百
八
十

兩
也
。
四
鈞
爲
石
。
三
千
八
百
四
十
龠
，
四
萬
六
千
八
十
銖
，
一
萬
九
千
二
百
兩
也〔
一

〕。

〔
校
記
〕

〔
一

〕
一
萬
九
千
二
百
兩
也

眉
批
云
．．「「
一
萬
九
千
二
百
兩
」
當
作
「
一
千
九
百
二
十
兩
」。」

〔
訓
読
〕謹

権
衡
第
十
三

権
衡
と
は
、
銖
・
両
・
斤
・
鈞
・
石
、
以
て
軽
重
を
権ハ

カ

る
所
な
り
。
黄
鐘
の
重
さ
に
生
ず
。
子
穀
秬
黍
の
中
な
る
者モ

ノ

一
千
二
百
を
以
て
其
の
龠
に
実み

つ
。
百
黍
は
一

銖
、
一
龠
は
十
二
銖
、
二
十
四
銖
を
一
両
と
為
し
、〈
両
龠
な
り
。〉
十
六
両
を
斤
と
為
し
、〈
三
十
二
龠
、
三
百
八
十
四
銖
な
り
。〉
三
十
斤
を
鈞
と
為
し
、〈
九
百
六
十

龠
、
一
万
一
千
五
百
二
十
銖
、
四
百
八
十
両
な
り
。〉
四
鈞
を
石
と
為
す
。〈
三
千
八
百
四
十
龠
、
四
万
六
千
八
十
銖
、
一
万
九
千
二
百
両
な
り
。〉

筆
記
律
呂
新
書
説

謹
權
衡
第
十
三

此
章
「
四
鈞
爲
石
」
註
「
一
萬
九
千
二
百
兩
」，
當
作
「
一
千
九
百
二
十
兩
」。

○
補
註
云
．．「
度
、
量
、
權
、
衡
，
皆
生
於
黃
鐘
之
管
。
此
見
㘭
人
以
天
地
之
數
制
天
下
之
法
。
其
㘂
以
定
民
心
，
立
民
信
，
一
天
人
，
贊

㕡
育
之
㚋
，
孰
㛷
加
於
此
哉
。」

○
古
今
治
㚻
略
云
．．「
歐
陽
㒀
之
言
曰
．．『
聲
無
形
而
樂
㛷
器
。
古
之
作
樂
者
，
知
夫
器
之
必
㛷
敝
，
而
聲
不
可
以
言
傳
，
懼
夫
器
失
而
聲

一
〇
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㘨
㛏
也
，
乃
多
爲
之
法
以
著
之
。
故
始
求
聲
者
以
律
，
而
㙉
律
者
以
黍
。
自
一
黍
之
廣
，
積
而
爲
㒻
、
寸
．，一
黍
之
多
，
積
而
爲
龠
、
合
．，一

黍
之
重
，
積
而
爲
銖
、
兩
。
此
㙉
律
之
本
也
。
故
爲
之
長
短
之
法
，
而
著
之
於
度
．，爲
之
多
少
之
法
，
著
之
於
量
．，爲
之
輕
重
之
法
，
而
著
之

權
衡
。
是
三
物
者
，
亦
必
㛷
時
而
敝
，
則
又
總
其
法
而
著
之
於
數
。
㒊
其
㒻
寸
、
龠
合
、
銖
兩
皆
㖈
於
黃
鐘
，
然
後
律
、
度
、
量
、
衡
相
用
爲

表
裏
，
㒊
得
律
者
可
以
制
度
、
量
、
衡
，
因
度
、
量
、
衡
亦
可
以
制
律
。
不
幸
而
皆
㛏
，
則
推
其
法
數
而
制
之
，
用
其
長
短
、
多
少
、
輕
重
以

相
參
考
。
四
者
既
同
，
而
聲
必
至
，
聲
至
而
後
樂
可
作
矣
。
夫
物
用
於
㛷
形
而
必
敝
，
聲
藏
於
無
形
而
不
竭
，
以
㛷
數
之
法
求
無
形
之
聲
，
其

法
㖥
存
。
無
作
則
已
，
苟
㛷
作
者
，
雖
去
㘭
人
於
千
萬
歲
後
，
無
不
得
焉
。
此
古
之
君
子
知
物
之
㗸
始
，
而
憂
世
之
慮
深
，
其
多
爲
之
法
而
丁

寧
纖
悉
，
可
謂
至
矣
。』」

〔
校
記
〕

〔
訓
読
〕

謹
権
衡
第
十
三

此
の
章
、「
四
鈞
を
石
と
為
す
」
の
註
の
「
一
万
九
千
二
百
両
」
は
、
当
に
「
一
千
九
百
二
十
両
」
に
作
る
べ
し
。

○
補
註
に
云
ふ
、「
度
・
量
・
権
・
衡
は
、
皆
黄
鐘
の
管
よ
り
生
ず
。
此
に
、
聖
人
、
天
地
の
数
を
以
て
天
下
の
法
を
制
す
る
を
見
る
。
其
の
、
民
心
を
定
め
、
民
信

を
立
て
、
天
人
を
一
に
し
、
化
育
を
賛
く
る
所
以
の
道
、
孰
れ
か
此
に
加
ふ
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
と
。

○
『
古
今
治
平
略
』（
巻
二
十
一
「
律
呂
篇
」）
に
云
ふ
、「
欧
陽
公
（
欧
陽
脩
、
一
〇
〇
七
─
一
〇
七
二
）
の
言
（『
新
唐
書
』
巻
二
十
一
「
礼
楽
志
十
一
」）
に
曰
は

く
、『
声
に
は
形
無
く
し
て
楽
に
は
器
有
り
。
古
の
楽
を
作
る
者
は
、
夫
の
器
の
必
ず
敝
る
る
有
り
て
、
声
の
、
言
を
以
て
伝
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
、
夫
の
器
失
し
て

声
遂
に
亡
び
ん
こ
と
を
懼
る
る
な
り
。
乃
ち
多
く
之
が
法
を
為つ

く

り
て
以
て
之
を
著
す
。
故
に
始
め
て
声
を
求
む
る
者
は
律
を
以
て
し
て
、律
を
造
る
者
は
黍
を
以
て
す
。

一
黍
の
広
さ
よ
り
、
積
み
て
分
・
寸
を
為
し
、
一
黍
の
多
さ
よ
り
、
積
み
て
龠
・
合
を
為
し
、
一
黍
の
重
さ
よ
り
、
積
み
て
銖
・
両
を
為
す
。
此
れ
造
律
の
本
な
り
。

故
に
之
が
長
短
の
法
を
為
り
て
、
之
を
度
に
著
し
、
之
が
多
少
の
法
を
為
り
て
、
之
を
量
に
著
し
、
之
が
軽
重
の
法
を
為
り
て
、
之
を
権
衡
に
著
す
。
是
の
三
つ
の
物

も
亦
た
必
ず
時
有
り
て
敝
る
れ
ば
、
則
ち
又
其
の
法
を
総
べ
て
之
を
数
に
著
す
。
其
の
分
・
寸
、
龠
・
合
、
銖
・
両
を
し
て
皆
黄
鐘
よ
り
起
こ
さ
し
め
、
然
し
て
後
に

一
一

校
点
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説
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読
）（
五
）



律
・
度
・
量
・
衡
、
相
用
ひ
て
表
裏
を
為
し
、
律
を
得
る
者
を
し
て
以
て
度
・
量
・
衡
を
制
す
べ
か
ら
し
め
、
度
・
量
・
衡
に
因
り
て
亦
た
以
て
律
を
制
す
べ
し
。
不

幸
に
し
て
皆
亡
ぶ
れ
ば
、
則
ち
其
の
法
数
を
推
し
て
之
を
制
し
、
其
の
長
短
・
多
少
・
軽
重
を
用
ひ
て
以
て
相
参
考
す
。
四
つ
の
者
既
に
同
じ
く
し
て
、
声
必
至
り
、

声
至
り
て
後
に
楽
作
る
べ
し
。
夫
れ
物
は
有
形
に
用
ひ
て
必
ず
敝
れ
、
声
は
無
形
に
蔵
れ
て
竭
き
ず
、
有
数
の
法
を
以
て
無
形
の
声
を
求
む
る
、
其
の
法
、
具
に
存
す
。

作
る
こ
と
無
け
れ
ば
則
ち
已
み
、
苟
し
く
も
作
る
者
有
ら
ば
、
㘭
人
を
千
万
歳
の
後
に
去
る
と
雖
も
、
得
ざ
る
無
し
。
此
れ
古
の
君
子
は
、
物
の
終
始
を
知
り
て
、
世

を
憂
ふ
る
の
慮
り
深
く
、
其
の
多
く
之
が
法
を
為
り
て
丁
寧
繊
悉
な
る
こ
と
、
至
れ
り
と
謂
ふ
べ
し
』」
と
。

（
待
続
)
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